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熊本県告示第９８４号 
 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第１２条第５項の
規定により、熊本県が管理する港湾施設の概要を次のとおり告示し、告示の日から供用を
開始する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 港湾名 水俣港 
２ 所 在 水俣市月の浦字月浜地先 
３ 概 要 

番号 種 類   数 量 及 び 能 力 （ 構 造 ） 

① 臨港道路 延長６７４メートル、幅員１１．５メートル、アスファルト舗装 

② 臨港道路 延長１８０メートル、幅員１０メートル、アスファルト舗装 

③ 橋りょう 延長８６メートル、幅員１１．５メートル、Ｂ活荷重、ＰＣ２径間

連続箱桁橋 
 

 
熊本県告示第９８５号 
  昭和３４年１２月１日熊本県告示第６２０号（鳥獣保護区の設定）の一部を次のように
改め、平成２１年１１月１日から適用する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項の規定によ
り、次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則（昭和
２５年農林省令第１０８号）第２０条の規定により告示する。」を「鳥獣の保護及び狩猟
に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第７項の規定により、次のとおり鳥獣
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保護区の存続期間を更新したので、同条第９項の規定により告示する。」に改める。 
 人吉・城山鳥獣保護区の２を次のように改める。 
２ 区域 人吉市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において区

域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護課及
び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 人吉・城山鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９８６号 
  昭和４７年１０月３１日熊本県告示第８６０号の２（鳥獣保護区の設定）の一部を次の
ように改め、平成２１年１１月１日から適用する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ２の規定により次の
とおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則（昭和２５年農
林省令第８号）第１８条の規定に基づき告示する。」を「鳥獣の保護及び狩猟に関する法 
律（平成１４年法律第８８号）第２８条第７項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存
続期間を更新したので、同条第９項の規定により告示する。」に改める。 
 少年自然の家鳥獣保護区の２を次のように改める。 
２ 区域 菊池市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において区

域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護課及
び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 少年自然の家鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９８７号 
  昭和４９年１０月３０日熊本県告示第９１２号の２（鳥獣保護区の設定）の一部を次の
ように改め、平成２１年１１月１日から適用する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 宮原鳥獣保護区の２を次のように改める。 
２ 区域 八代郡氷川町（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）にお

いて区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保
護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 宮原鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９８８号 
  昭和５４年１０月２７日熊本県告示第９４７号（鳥獣保護区の設定）の一部を次のよう
に改め、平成２１年１１月１日から適用する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項の規定によ
り、次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則（昭和
２５年農林省令第１０８号）第２０条の規定により告示する。」を「鳥獣の保護及び狩猟
に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第７項の規定により、次のとおり鳥獣
保護区の存続期間を更新したので、同条第９項の規定により告示する。」に改める。 
 坂本鳥獣保護区の項を削る。 
 高岳鳥獣保護区の２を次のように改める。 
２ 区域 阿蘇市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において区

域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護課及
び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 高岳鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 
 菊池水源鳥獣保護区の２、３及び４を次のように改める。 
２ 区域 菊池市、阿蘇市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）に

おいて区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然
保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 面積 １，２９２ヘクタール 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９８９号 
  平成元年１０月２０日熊本県告示第７７１号（鳥獣保護区の設定）の一部を次のように
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改め、平成２１年１１月１日から適用する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項の規定によ
り次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則（昭和２
５年農林省令第１０８号）第２０条の規定に基づき告示する。」を「鳥獣の保護及び狩猟
に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第７項の規定により、次のとおり鳥獣
保護区の存続期間を更新したので、同条第９項の規定により告示する。」に改める。 
 遊雀小学校鳥獣保護区の１及び２を次のように改める。 
１ 名称 遊雀鳥獣保護区 
２ 区域 阿蘇市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において区

域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護課及
び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 遊雀小学校鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 
 湯風呂鳥獣保護区の２を次のように改める。 
２ 区域 阿蘇郡南小国町（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）に

おいて区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然
保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 湯風呂鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 
 小柏鳥獣保護区の２を次のように改める。 
２ 区域 阿蘇市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において区

域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護課及
び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

 小柏鳥獣保護区の４を次のように改める。 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９９０号 
  鳥獣の保護及び狩猟に関する法律（平成１４年法律第８８号）第１４条第１項の規定に
より、特定鳥獣（イノシシ又はイノシシ・ニホンジカ）の捕獲をすることができる休猟区
（特例休猟区）を指定したので、同条第４項の規定により告示する。 
 なお、平成１７年１０月２６日熊本県告示第１２４９号（休猟区の設定）、平成１８年
１０月３０日熊本県告示第１０９２号（休猟区の設定）、平成１９年１０月３１日熊本県
告示第９２７号（特例休猟区の指定）及び平成２０年１０月３１日熊本県告示第９６５号
（特例休猟区の指定）は、平成２１年１０月３１日限り、廃止する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 南関特例休猟区（イノシシを除く。） 

区域 玉名郡南関町（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）に
おいて区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自
然保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 １，５２８ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

２ 鹿北特例休猟区（イノシシを除く。） 
区域 山鹿市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において

区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護
課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 １，１０６ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

３ 高尾野特例休猟区（イノシシを除く。） 
区域 菊池郡大津町（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）に

おいて区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自
然保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 １，８００ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

４ 津森特例休猟区（イノシシを除く。） 
区域 上益城郡益城町（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）

において区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部
自然保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 １，４４０ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

５ 龍ヶ岳特例休猟区（イノシシを除く。） 
区域 上天草市、天草市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図） 
   において区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部

自然保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 
面積 ３，５７４ヘクタール 
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存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 
６ 杉木特例休猟区（イノシシ・ニホンジカを除く。） 

区域 上益城郡山都町（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）
において区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部
自然保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 １，２４０ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

７ 保口特例休猟区（イノシシ・ニホンジカを除く。） 
区域 八代市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において

区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護
課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 １，４２９ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

８ 段塔特例休猟区（イノシシ・ニホンジカを除く。） 
区域 人吉市（県が別に定める所定の図面（熊本県鳥獣保護区等位置図）において

区域界線により区切られる区域に限る。図面は、熊本県環境生活部自然保護
課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置いて縦覧に供する。） 

面積 ９２５ヘクタール 
存続期間 平成２１年１１月１日から平成２４年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９９１号 
 鳥獣の保護及び狩猟に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項の規定に
より、次のとおり特定猟具（銃器）使用禁止区域を指定したので、同条第１２項の規定に
より告示する。 
 なお、昭和５３年１０月３１日熊本県告示第９００号（銃猟禁止区域設置）及び平成１
０年１０月２３日熊本県告示第６７１号（銃猟禁止区域設置）は廃止する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 名称 浮島特定猟具（銃器）使用禁止区域 
２ 区域 熊本市、上益城郡嘉島町、益城町、御船町（県が別に定める所定の図面（熊本

県鳥獣保護区等位置図）において区域界線により区切られる区域に限る。図面
は、熊本県環境生活部自然保護課及び各地域振興局農林（水産）部に備え置い
て縦覧に供する。） 

３ 面積 ８５０ヘクタール 
４ 存続期間 平成２１年１１月１日から平成３１年１０月３１日まで 

 
 
熊本県告示第９９２号 
  平成１１年１０月２９日熊本県告示第７７４号（銃猟禁止区域設置）の一部を次のよう
に改め、平成２１年１１月１日から適用する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 浮島銃猟禁止区域の項を削る。 

 
 
熊本県告示第９９３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月３０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

 27.0 

  ～ 

 30.8  

 

  9.4 

  

一般国道 ２１８号 宇城市松橋町浦川内字中當 

    ８０２番１地先から 

同所 

    ８０２番１地先まで  

後

 25.9 

  ～ 

 26.1  

 

  9.4 

廃道 

一般県道 

 

小池竜田

線 

熊本市小峯二丁目 

 ２６１２番１３１地先から 

 

前

  5.5 

  ～ 

 

 45.6 

道路法

第２４
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   6.0   

 

 

 

 

 

同所 

 ２６１２番１３１地先まで  

後

  6.0 

  ～ 

  6.0 

 

 45.6 

条工事

（現道

拡幅）

２ 区域を変更する期日 平成２１年１０月３０日 
 

 
熊本県告示第９９４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月３０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 本渡五和線 天草市五和町手野二丁目 

          ３３３番１地先から 

同所 

          ４６５番３地先まで 

   211.0 単道改

（改築

による

拡幅）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１０月３０日 
 

 
熊本県告示第９９５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月３０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 熊本大津線 合志市豊岡字八丁杉 

          ２５０２番６５地先から 

同所 

          ２５０２番２３地先まで 

   101.4 緊道整

Ｂ（改

築によ

る拡幅）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１０月３０日 
 

 
熊本県告示第９９６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月３０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般県道 小鶴原女木

線 

八代市坂本町深水い字新屋敷 

          ３３５５番２地先から 

同所 

          ３３７３番２地先まで 

   150.0 単道改

（改築

による

拡幅）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１０月３０日 
 

 
熊本県告示第９９７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
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の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月３０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 八代鏡宇土

線 

宇城市松橋町南豊崎字小屋迫 

          ９７９番１地先から 

同所 

          ９１７番３地先まで 

   67.5 単橋改

（仮設

道路の

設置）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１１月１日 
 

 
熊本県告示第９９８号 
 平成２２年３月２３日から下益城郡城南町及び鹿本郡植木町を廃し、その区域を編入す
ることに伴い、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７７条第１項第１号の
規定による熊本市の人口を次のとおり告示する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
熊本市 ７２７，９７８人        
 
 
 
 
 
熊本県公告第５７０号 
 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定に基づき、次の肥料の
登録有効期間を更新したので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
   平成２１年１０月３０日 
                                  熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

 登録番号 肥料の 

種  類 

肥料の 

名  称 

保証成分量

  （％） 

 その他の 

  規格 

生産業者の氏名 

又は名称及び住

所 

有効期限 

 熊本県肥 

 第１３７ 

９号 

 

炭酸カ

ルシウ

ム肥料 

２０．

０炭酸

苦土石

灰 

アルカリ分

：５５．０

可溶性苦土

：２０．０

その他の制限

事項は、公定

規格のとおり。

白雲石工業株式

会社 

兵庫県尼崎市元

浜町四丁目７８

番 

平成２７

年１１月

９日 

 

 熊本県肥 

 第１３８ 

０号 

 

炭酸カ

ルシウ

ム肥料 

２０．

０粒状

炭酸苦

土石灰 

（マグ

サン２

０） 

アルカリ分

：５５．０

可溶性苦土

：２０．０

その他の制限

事項は、公定

規格のとおり。

白雲石工業株式

会社 

兵庫県尼崎市元

浜町四丁目７８

番 

平成２７

年１１月

９日 

 

 
 
熊本県公告第５７１号   
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 宇城市小川町川尻２０番地１ 
２ 築造者の氏名 西田礼志 
３ 道路の位置 宇城市小川町江頭字十六４３番８及び同４３番１０ 
４ 道路の幅員 ４．１０メートル 
５ 道路の延長 ３４．２０メートル 

 公  告 
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６ 指定年月日 平成２１年１０月１６日 
７ 指定番号 熊本県指令宇城景建第２１号 

 
 
熊本県公告第５７２号 
 次のとおり県有林立木を公売する。 
  平成２１年１０月３０日 
                                              熊本県知事 蒲 島  郁 夫    
１ 物件の所在及び数量 
 (１) 主伐 阿蘇市波野講和記念造林山崎団地（５５年生） 
        すぎ     １，４５７本      ９６２．１５立方メートル 
        ひのき        ４２本             ２５．５０立方メートル 
        計         １，４９９本          ９８７．６５立方メートル 
  (２) 主伐 阿蘇郡高森町公有林野県行造林小弾団地（４３年生） 
        すぎ     ３，８１５本    １，９９６．２１立方メートル 
        ひのき        ７１本           ３７．２８立方メートル 
        計         ３，８８６本        ２，０３３．４９立方メートル 
  (３) 主伐 上益城郡山都町講和記念造林大見口団地（５３、５５年生） 
        すぎ     ５，７５９本    ３，１３１．４７立方メートル 
        計           ５，７５９本       ３，１３１．４７立方メートル 
  (４)  主伐 八代市泉町講和記念造林横平団地（４３、５８年生） 
        すぎ     ８，４２１本    ３，９２９．０４立方メートル 
        ひのき          １４３本            ６５．３４立方メートル 
    まつ          １４８本             ８８．７７立方メートル 
        計           ８，７１２本        ４，０８３．１５立方メートル 
  (５)  主伐 球磨郡山江村講和記念造林西下払団地（４９～５５年生） 
        すぎ     ３，９９５本        ２，７１３．３９立方メートル 
        ひのき     ４，４７９本        ２，１２９．９０立方メートル 
        計         ８，４７４本        ４，８４３．２９立方メートル 
  (６)  主伐 球磨郡水上村講和記念造林上古川団地（５４～５５年生） 
        すぎ     ７，１８５本        ４，０５７．８０立方メートル 
        ひのき          ７６本             ３５．７０立方メートル 
        計         ７，２６１本        ４，０９３．５０立方メートル 
２ 入札参加資格 
      木材業又は製材業を営む者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 
 (１) 過去２年以内に木材取引の実績のある者 
 (２) 過去２年以内に熊本県が行った県有林立木処分に係る入札に参加した者 
 (３) 林業事業体としての認定を受けている者 
 (４) 社団法人熊本県木材協会連合会の木材業者及び製材業者会員登録を行っている者 
３ 入札及び開札の日時及び場所 
  (１)  日時 
        平成２１年１１月２６日（木） 午前１０時入札 即時開札 
  (２)  場所 
        熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁行政棟本館地下１階入札室 
４ 入札保証金 
    競争入札に参加しようとする者は、入札執行の際、入札見積金額に消費税及び地方消 
 費税相当額を加算した金額の１００分の５以上の額を現金又は銀行支払保証小切手によ 
 り納入するものとする。また、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は熊本県 
 に帰属する。 
５ 無効入札に関する事項 
  入札に参加する資格のない者が行った入札及び９の注意事項に違反した入札は、無効 
 とする。 
６ 契約締結期限 
  契約締結の期限は、平成２１年１２月２日（水）とする。 
７ 契約保証金 
  契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の１０以上の額を現金 
 又は銀行支払保証小切手により納入するものとする。 
８ 現場説明の日時及び集合場所 
 (１) 阿蘇市波野講和記念造林山崎団地、阿蘇郡高森町講和記念造林小弾団地及び上益 
   城郡山都町大見口団地 平成２１年１１月１２日（木）午前１０時 阿蘇郡高森町 
   「阿蘇郡森林組合高森支所」 
 (２)  八代市泉町講和記念造林横平団地 平成２１年１１月１３日（金）午前１０時  
   八代市泉町樅木「平家の里駐車場」 
  (３) 球磨郡山江村講和記念造林西下払団地 平成２１年１１月１６日（月）午前１０ 
   時 球磨郡山江村「山江村森林組合」 
 (４)  球磨郡水上村講和記念造林上古川団地 平成２１年１１月１６日（月）午後２時 
   球磨郡水上村「水上村役場駐車場」 
９ 注意事項 
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 (１) 入札希望者は、当該物件を熟覧し、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１ 
   １号）及び熊本県県有林立木等売払代金の延納に関する規則（昭和３２年熊本県規 
   則第５１号）を承知のうえ入札すること。 
  (２)  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相 
   当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て 
   た金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税 
   事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分 
      の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 
  (３)  郵便による入札は、認めない。 
  (４)  入札当日、応札者で２の（１）に該当するものは、木材取引に係る契約書の写し 
   等（市場の出荷証明書等を含む。）を持参すること。 
１０ 問い合わせ先 
   詳細については、熊本県農林水産部森林整備課県有林班又は最寄りの熊本県の地域 
  振興局農林部林務課若しくは森林保全課に問い合わせること。 

 
 
熊本県公告第５７３号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年１０月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    所在 熊本市新町四丁目９番２３ 
    地目 宅地 
   地積 ３４７．６６平方メートル 
   最低売却価格 ３７，８９０，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
 （１） 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
 （２） 破産者で復権を得ない者 
 （３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲

げる者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 （４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があっ
た者 

３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
   平成２１年１２月１１日（金）午前１０時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県行政棟本館地下１階 入札室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書を提出しなければなら 
 ない。 
  （１） 提出方法 持参又は郵送による。 
  （２） 提出期限 平成２１年１１月３０日（月）午後５時 
                （郵送の場合は提出期限までに必着） 
  （３） 提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を入札保証金とし
て納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しく
は支払保証をした小切手により行わなければならない。なお、入札保証金は、落札者が
契約を締結しないときは、熊本県に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    平成２１年１２月２４日（木）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に契約保

証金として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、
若しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。 

10 その他 
 （１） 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
 （２） 契約締結場所 別途指定する。 
 （３） 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、

熊本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０
年熊本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 

 （４） 問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 
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熊本県選挙管理委員会告示第６３号 
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第３項の規定に基づき、次の施設
を指定した旨の報告があった。 
  平成２１年１０月３０日 
                                         熊本県選挙管理委員会           
                                                    委員長 柴 田 憲 保    
 

 市町村名      施 設 の 名 称        所 在 地 

 熊本市  熊本市食品交流会館  熊本市貢町５８１番地２ 
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